
 

 

契約の方法及び入札の条件 
（常温アスファルト合材単価購入契約） 

 

１ 契約の方法 

福島県条件付一般競争入札（物品購入等）実施要領に基づく条件付一般競争入札（地方自

治法施行令（以下「施行令」という。）第167条の５の２の規定に基づき、入札に参加する

者の事業所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札）とする。ただし、初回入札

によって落札者が決定されなかった場合には、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行

う場合がある。また、再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の２第１

項第８号の規定により随意契約とする場合がある。 

 

 

２ 入札の条件等 

入札の際呈示すべき条件は、次のとおりとする。 

（１）入札書の記載金額 

入札説明書のとおりとする。 

（２）入札保証金 

入札説明書のとおりとする。 

（３）落札者の決定 

入札説明書のとおりとする。 

（４）契約保証金 

入札説明書のとおりとする。 

（５）契約期間 

入札公告のとおりとする。 

（６）契約書 

契約の締結に当たって作成する契約書は、別添（案）のとおりとする。 

（７）契約確定の時期 

地方自治法第２３４条第５項の規定により両者が契約書に記名押印したとき確定する。 

 

（８）その他 

   本入札公告に係る入札は、令和８年２月福島県議会定例会において本事業に係る予算が

議決されない場合は行わない。 

 

入札の際呈示すべき書類は次のとおりとする。 

１ 仕様書 

２ 常温アスファルト合材単価購入契約書（案） 


